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 民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部） 

後期高齢者医療制度主管課（部） 

後期高齢者医療広域連合事務局 

 

 

                    

厚生労働省保険局国民健康保険課 

厚生労働省保険局高齢者医療課 

 

 

平成 30年７月豪雨の被災者に係る医療保険の一部負担金の 

免除申請・手続に関するＱ＆Ａ 

 

 

 平成 30年７月豪雨の被災者に係る医療保険の一部負担金の免除申請・手続に

ついて、別添のとおり「平成 30年７月豪雨の被災者に係る医療保険の一部負担

金の免除申請・手続に関するＱ＆Ａ」を作成しましたので、貴管内保険者への

周知等よろしくお願いします。 

 御中 


